
議
第
三
十
二
号

清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
条
例
及
び
岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
条
例
及
び
岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
条
例
及
び
岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

（
清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
条
例
（
平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
中
「
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
」
を
「
三
親
等
内
の
親
族
で
成
年
者
で
あ
る
も
の

の
い
ず
れ
か
又
は
第
六
条
第
一
項
の
保
証
人
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
次
条
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
六
月
」
を
「
十
二
月
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
延
滞
金
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し

た
延
滞
利
息
（
延
滞
利
息
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
る
。
）
」
を
「
県
税
の
延
滞
金
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
延
滞
金
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
返
還
債
務
の
免
除
及
び
履
行
猶
予
の
特
例
）

第
十
二
条

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
借
受
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
奨
学
金
の
返
還
債
務
の
全
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一

大
学
等
を
卒
業
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
十
二
月
以
内
に
、
同
日
の
属
す
る
月
の
翌

月
か
ら
起
算
し
て
十
二
月
後
十
八
月
以
内
に
県
内
で
就
業
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
者
（
県
内
に
主
た
る

事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
お
い
て
就
業
す
る
旨
が
約
さ
れ
た
者
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
者
に
限
る
。
）

で
あ
る
こ
と
。
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二

大
学
等
を
卒
業
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
十
八
月
以
内
に
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
こ
と
。

イ

県
内
に
居
住
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ

第
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
県
内
で
就
業
し
て
い
る
者
（
前
号
に
規
定
す
る
就
業
の
予
定

に
従
っ
て
就
業
し
て
い
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

三

前
号
に
該
当
し
た
後
、
引
き
続
き
五
年
間
同
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
転
勤
そ
の
他

の
規
則
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
は
、
借
受
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
期
間
、
奨
学
金
の
返
還
債
務
の
履
行
の
全
部
又
は
一
部
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

大
学
等
を
卒
業
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
十
二
月
以
内
に
、
前
項
第
二
号
に
該
当
す

る
者
と
な
る
意
思
が
あ
る
旨
を
申
し
出
た
者
で
あ
る
こ
と
。

（
岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
（
平
成
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
条
例
（
平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
十
四
号
）
に
よ
る
清
流
の
国

14
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
の
貸
与
に
係
る
債
権
の
回
収
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）

第
十
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
以
後
に
大
学
等
を
卒
業
し
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
大
学
等
を
卒
業
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
条
例
第
十
三
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
延
滞
金
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
延
滞
利
息
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

提

案

説

明

清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
に
係
る
返
還
債
務
の
免
除
の
要
件
を
見
直
す
等
の
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め

よ
う
と
す
る
。
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